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62　　第6章　自殺対策の基本的な考え方
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計画の推進体制について

　自殺対策を推進するためには、行政、各関係機関・団体などが協働し、あらゆる立場か
ら取組みを進める必要があります。
　このため、福岡市では、平成18年11月に自殺対策協議会※５を設置しており、同協議会に
おいて福岡市自殺対策総合計画の進行管理、関係機関・団体の取組状況の把握、支援に
努めるとともに、関係機関等と連携して自殺対策を推進していきます。

生きることの包括的支援
誰も自殺に追い込まれる
ことのない社会

医療・福祉
★医師会
★薬剤師会
★精神科病院協会
★精神神経科診療所協会
★救急病院協会
★精神保健福祉士協会
★大学病院
・臨床心理士会
・社会福祉士会

司法
★弁護士会
★司法書士会

民間団体
★リメンバー福岡
★福岡いのちの電話

★報道機関

地域
★民生委員・児童委員協議会
・社会福祉協議会

産業・労働・経済
★労働局
★産業保健総合支援センター
★商工会議所

調査研究
★大学

★警察

福岡市
・精神保健福祉センター（自殺対策推進センター）
・市民局
　消費生活センター　　　　　男女共同参画推進センター
★こども未来局　　　
　若者総合相談センター　　　産前・産後母子支援センター
　発達障がい者支援センター　こども総合相談センター
★福祉局
　生活自立支援センター　　　地域包括支援センター
　障がい者基幹相談支援センター
★各区保健福祉センター
★消防局
★教育委員会

関係局課の密接な連携と協力により、
多角的・効果的な自殺対策の推進を図ります。

＜イメージ図＞ ★自殺対策協議会の関係機関・団体




